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奈良市消防局情報救急室指令課 

TEL０７４２－３５－１１９１（代表） 

生駒市消防本部警防課 

TEL０７４３－７３－０１１９（代表） 

 

消防通信指令業務の共同運用について 

 

奈良市消防局、生駒市消防本部では、消防通信指令業務の共同運用の実現に

向けて、諸問題を協議し調整を図っていきます。 

 

１ 消防指令業務の共同化に向けての検討委員会設置の目的  

消防指令業務については、従来、各市町村の消防本部ごとに消防通信指令

システム等を単独で整備し運用することが原則とされてきましたが、近年災

害が複雑多様化、広域化する中で、より高度で複雑な災害対応と迅速な災害

対応が求められているとともに、大規模災害時には近隣市町村と連携し、迅

速かつ集中的な広域応援を実施し市町村の枠を越えた消防指令業務が要求さ

れるようになってきました。  

このようなことから、奈良市と生駒市が消防本部ごとに実施している消防

指令業務を共同化することにより、広域的な応援出場体制の強化と消防指令

施設の整備、運用費のコスト削減等の財政面の効率化を図るために、（仮称）

奈良市・生駒市消防指令業務共同運用検討委員会を設置し両市が共同化に向

けて検討及び調整を行っていきます。 

 

２ 添付資料 

  「奈良市・生駒市消防指令業務の共同運用基本計画＜概要版＞」 

 

３ 問合せ 

  奈良市消防局情報救急室指令課 ℡０７４２－３５－１１９１（代表） 

 

 

 

 

 

 


